
忘れずに！

申告

 次に該当する方ですか？

　65歳以上の方（昭和36年1月1日以前生まれ）

　 …年金収入　1,480,000円以下

 いいえ

はい

 はい

はい

いいえ

いいえ

申告は不要です

所得税の確定申告をしている 申告は不要です

前年中(1月1日～12月31日)に収入がある
※非課税収入(遺族年金･障害年金･失業給付など)
 のみの方は「いいえ」へああああああああああ

いいえ

いいえ

竹田市に住む親族が、あなたを税制上の扶養
親族として申告、または年末調整をしている

はい

申告は不要です 申告が必要です 申告は不要です  
 ※会社から竹田市に給与支払報告書の提出がな
　　い方は、申告が必要になります。※確定申告が必要な場合もあります。

 申告が必要です

いいえ はい いいえ

日本年金機構へ「公的年金等受給者の
扶養親族等申告書」を提出したあああ

　65歳未満の方（昭和36年1月2日以降生まれ）

はい いいえ

はい 医療費/社会保険料/生命保険料控除
や扶養控除などの控除を追加したい

医療費/社会保険料/生命保険料控除
や扶養控除などの控除を追加したい

いいえ

いいえ

いいえ はい

年末調整を受けた会社以外
にもらっている給料がある

令和８年１月１日現在の居住地は竹田市である

はい

はい いいえ

収入は公的年金のみだった

会社で年末調整を受けた

はい
公的年金以外の収入は、給与収入のみだった

※農業・営業・不動産等の収入がある方は「いいえ」へ

はい
 　…年金収入　  980,000円以下

 令和８年１月１日現在居住していた市町村で
申告してください

申告期間・・・２月９日(月) から ３月16日(月) まで
   （午前） ９時～正午　受付 11時30分まで　　（午後） １時～４時　受付 ３時30分まで

まずは、申告が必要か確認してみましょう！

市 県 民 税
　令和８年度の市県民税や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を算定するための大切な申告
です。
  また、児童手当、公営住宅家賃、保育料等の算定・軽減など、各種手続きの審査要件となる重要な資料とな
ります。必ず申告をしましょう。

スタート


